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 化製場等に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成26年３月28日 

                                           佐賀県知事  古  川     康    

 佐賀県規則第35号 

   化製場等に関する法律施行細則の一部を改正する規則 

 化製場等に関する法律施行細則（昭和59年佐賀県規則第55号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

   化製場等に関する法律施行細則    化製場等に関する法律及び化製場等に関する条例施行規則 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、化製場等に関する法律（昭和23年法律第140号。

以下「法」という。）の施行に関し、化製場等に関する法律施行

令（昭和31年政令第285号）、化製場等に関する法律施行規則（昭

和23年厚生省令第30号）及び化製場等に関する法律施行条例（昭

和59年佐賀県条例第21号）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

第１条 この規則は、化製場等に関する法律（昭和23年法律第140号。

以下「法」という。）の施行に関し、化製場等に関する法律施行令

（昭和31年政令第285号）、化製場等に関する法律施行規則（昭和

23年厚生省令第30号）及び化製場等に関する条例（昭和59年佐賀県

条例第21号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 

  略   略 

 

 

 

 
様式第２号（第３条関係） 

  佐賀県収入証紙欄

 

化製場等設置許可申請書 

年  月  日 

 

  佐賀県知事    様 

 

 この様式に記載された個人情報は、死亡獣畜取扱場外処理許

可に係る事務の目的を達成するために使い、法令等に定めがあ

る場合を除き、御本人の承諾なしに第三者に提供することはあ

りません。 
様式第２号（第３条関係） 

  佐賀県収入証紙欄 

 

化製場等設置許可申請書 

年  月  日  

 

  佐賀県知事    様  
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改正前 改正後 
住所             

申請者               
氏名           ㊞ 

  

（法人にあっては、その名称及

び主たる事務所の所在地並びに

代表者の氏名） 

  略 

 注 １・２ 略 

 

  住所                

申請者（ふりがな）            

  氏名             ㊞  

生年月日    年  月  日生  

                       （法人にあっては、その名称、主た 

                       る事務所の所在地並びに代表者の氏 

                       名及び生年月日）          

  略 

 注 １・２ 略 

   ３ 申請に当たっては、裏面の誓約を確認の上、□にレを記入すること。 

 県では、行政事務全般から暴力団等を排除するため、申請者に暴力団等でない旨の

誓約をお願いしています。なお、内容確認のために佐賀県警察本部へ照会を行う場合

があります。 

 この様式に記載された個人情報は、化製場等設置許可に係る事務の目的を達成する

ため及び裏面の誓約事項の確認のために使用します。また、確認情報は、申請者が県

と行う他の契約等における身分確認に利用する場合があります。 

（裏面） 

誓約 

 私は、このたびの申請を行うに当たり、次の事項について誓約します。 

□ 自己又は自社の役員等は、次のいずれにも該当しません。 

  また、次の２から７までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他

の団体又は個人ではありません。 

１ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

２ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。） 

３ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

４ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的を

もって暴力団又は暴力団員を利用している者 

５ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極

的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

６ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

７ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 
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改正前 改正後 

様式第３号（第４条関係） 様式第３号（第４条関係） 

  略   略 

 

 この様式に記載された個人情報は、化製場等構造設備等変更

に係る事務の目的を達成するために使い、法令等に定めがある

場合を除き、御本人の承諾なしに第三者に提供することはあり

ません。 
様式第４号（第５条関係） 

 

化製場等設置許可申請書記載事項変更届 

 

年  月  日

 

   佐賀県知事    様 

 

住所            
届出者               

氏名           ㊞

  

（法人にあっては、その名称及

び主たる事務所の所在地並びに

代表者の氏名） 

 

  略 

 注 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 

様式第４号（第５条関係） 

 

化製場等設置許可申請書記載事項変更届 

 

年  月  日  

 

   佐賀県知事    様 

住所                

届出者（ふりがな）            

氏名             ㊞  

生年月日    年  月  日生  

                       （法人にあってはその名称、主たる 

                       事務所の所在地並びに代表者の氏名 

                       及び生年月日）          

  略 

 注 １ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 

   ２ 届出に当たり代表者に変更がある場合は、裏面の誓約を確認の上、□にレを記

入すること。 

 県では、行政事務全般から暴力団等を排除するため、届出者に暴力団等でない旨の

誓約をお願いしています。なお、内容確認のために佐賀県警察本部へ照会を行う場合

があります。 

 この様式に記載された個人情報は、化製場等設置許可申請書記載事項変更に係る事

務の目的を達成するため及び裏面の誓約事項の確認のために使用します。また、確認

情報は、届出者が県と行う他の契約等における身分確認に利用する場合があります。 

（裏面） 

誓約 
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改正前 改正後 

 

様式第５号（第５条関係） 様式第５号（第５条関係） 

  略   略 

  下記のとおり化製場等の経営を停止（廃止）したので、化製場

等に関する法律施行細則第５条の規定により届け出ます。 

  下記のとおり化製場等の経営を停止（廃止）したので、化製場等

に関する法律及び化製場等に関する条例施行規則第５条の規定に

より届け出ます。 

  略   略 

  この様式に記載された個人情報は、化製場等経営停止（廃止）

に係る事務の目的を達成するために使い、法令等に定めがある

場合を除き、御本人の承諾なしに第三者に提供することはあり

ません。 

様式第６号（第７条関係） 様式第６号（第７条関係） 

  略   略 

  この様式に記載された個人情報は、製造（貯蔵）施設設置許

可に係る事務の目的を達成するために使い、法令等に定めがあ

る場合を除き、御本人の承諾なしに第三者に提供することはあ

 私は、このたびの届出を行うに当たり、次の事項について誓約します。 

□ 自己又は自社の役員等は、次のいずれにも該当しません。 

  また、次の２から７までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他

の団体又は個人ではありません。 

１ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

２ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。） 

３ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

４ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的を

もって暴力団又は暴力団員を利用している者 

５ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極

的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

６ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

７ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 
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改正前 改正後 

りません。 

様式第７号（第８条関係） 様式第７号（第８条関係） 

  略   略 

  この様式に記載された個人情報は、製造（貯蔵）施設構造設

備変更に係る事務の目的を達成するために使い、法令等に定め

がある場合を除き、御本人の承諾なしに第三者に提供すること

はありません。 

様式第８号（第９条関係） 様式第８号（第９条関係） 

  略   略 

  この様式に記載された個人情報は、製造（貯蔵）施設設置許

可申請書記載事項変更に係る事務の目的を達成するために使

い、法令等に定めがある場合を除き、御本人の承諾なしに第三

者に提供することはありません。 

様式第９号（第９条関係） 様式第９号（第９条関係） 

  略   略 

  この様式に記載された個人情報は、製造（貯蔵）施設経営停

止（廃止）に係る事務の目的を達成するために使い、法令等に

定めがある場合を除き、御本人の承諾なしに第三者に提供する

ことはありません。 

様式第10号（第10条関係） 様式第10号（第10条関係） 

  略 

 

 

 

 

  略 

 この様式に記載された個人情報は、動物飼養（収容）許可に

係る事務の目的を達成するために使い、法令等に定めがある場

合を除き、御本人の承諾なしに第三者に提供することはありま

せん。 

様式第11号（第11条関係） 様式第11号（第11条関係） 

  略   略 

  この様式に記載された個人情報は、動物飼養（収容）設置に

係る事務の目的を達成するために使い、法令等に定めがある場

合を除き、御本人の承諾なしに第三者に提供することはありま 
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改正前 改正後 

せん。 

様式第12号（第12条関係） 様式第12号（第12条関係） 

  略   略 

  この様式に記載された個人情報は、動物飼養（収容）許可申

請書記載事項変更に係る事務の目的を達成するために使い、法

令等に定めがある場合を除き、御本人の承諾なしに第三者に提

供することはありません。 

様式第13号（第12条関係） 様式第13号（第12条関係） 

  略   略 

  この様式に記載された個人情報は、動物飼養（収容）停止（廃

止）に係る事務の目的を達成するために使い、法令等に定めが

ある場合を除き、御本人の承諾なしに第三者に提供することは

ありません。 
 

   附 則 

 この規則は、平成26年６月１日から施行する。 


